
参加者募集のご案内

申込締切：7月１６日（木）

基礎からわかる取適法セミナー

新潟県商工会連合会 広域支援センター
〒950-0965 新潟市中央区新光町７番地２ 新潟県商工会館
TEL: 025-283-1311 FAX 025-285-1252
E-mail: seminar@shinsyoren.or.jp

お問い合わせ

本年１月、いわゆる下請法が改正され、取適法が新たに施行されま

した。これにより、委託取引のルールが大きく変わりました。具体的

には適用対象となる取引や事業者の範囲が拡大され、実務にも大きな

影響があるもので、中小企業を経営する皆様も改正内容を知っておく

必要があります。

そこで、本セミナーでは、取適法によってどのように変わるのか、

具体的にどのような点に注意すればいいのか等について、具体的な事

例も交えながら、わかりやすく解説します。

日 時

202６年7月23日（木）

・セミナー 13:30～15:00
・個別相談会 15:00～16:00

会 場 ・新潟県商工会館７階会議室/オンライン
（新潟市中央区新光町7-2）

定 員

※先着順

・セミナー 会場 50名
オンライン 定員なし

・個別相談会 4名

申込締切 202６年7月16日（木）

受 講 料 無 料 ※申込方法は裏面をご覧ください

主 催 新潟県弁護士会、新潟県商工会連合会

新潟県商工会連合会



講師プロフィール

申込方法 ※定員になり次第受付を終了します。お早めにお申込みください。

お車でお越しの方へ

・会場の駐車スペースが限られております。車でお越しの際は近隣の有料駐車場をご利用くだ
さい。

・駐車時は必ず白線区画へお停めください。オレンジ線区画は契約駐車場となります。

【セミナー（先着50名）】
◆URLまたは二次元バーコードから申込ページへアクセスし、
必要事項を入力してお申込みください。

https://forms.office.com/r/WhjQT6yBCi

【個別相談会（先着4名）】
◆相談時間は、おひとり15分です。
◆個別相談会のみの申込みはお断りいたします。
◆個別相談をご希望の方は、セミナー申込時に該当欄において「希望する」
を選択してください。

◆申込受付後、個別相談会の時間調整のご連絡を差し上げます。

※個人情報の利用について：セミナー及び個別相談会の申込時にご入力いただいた情報は、新潟県弁護士会及び
新潟県商工会連合会からの各種連絡・情報提供・相談業務のためだけに利用いたします。

新潟県商工会連合会 広域支援センター
〒950-0965 新潟市中央区新光町７番地２ 新潟県商工会館
TEL 025-283-1311 FAX 025-285-1252 E-mail: seminar@shinsyoren.or.jp

お問い合わせ

セミナーの主な内容

・取適法が制定された背景
・下請法からの主な変更点
・ケースで学ぶ取適法の規制内容

山内 竜太（やまうち りゅうた）【新潟県弁護士会所属】

弁護士（ひめさゆり法律事務所 所属）
【経 歴】

2022年-弁護士登録（新潟県弁護士会）
県内弁護士事務所 入所
埼玉大学経済学部 非常勤講師（刑法）

2023年-新潟雇用労働相談センター 相談員（2026年まで）
慶應義塾大学通信教育部 非常勤講師（刑法・スクーリング）

2025年-駐在弁護士（新潟県庁法務文書課）（2026年まで）
2026年-ひめさゆり法律事務所 入所

https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?origin=NeoPortalPage&subpage=design&id=49gH4yc08UiqaeV_w4TB-p-J42cQvXxLg4PNhp3AJhZUNlFPTklQVDMyNVFDMFg4UUE3UE40V0g0MSQlQCN0PWcu
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